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第1章 計画の概要 

1 計画策定の背景と目的 

我が国において持続可能な公共交通体系を民間、地域、行政が一体となり構築していく

ための法律である「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」が令和２年１１月に改正

され、地方公共団体が中心となって、交通事業者や住民などの地域の関係者と協議しなが

ら、「地域公共交通計画」を作成すべきことが規定されました。 

そこで、本市では、令和４年９月、地域特性や地域公共交通の現状・課題等を踏まえ、市

が目指す将来都市像を実現するうえで地域公共交通の果たすべき役割を明らかにするとと

もに、市民の生活と移動を支援し、かつ、持続可能な地域公共交通を実現するため、その基

本的な方針、目標及び施策体系を示すマスタープランとして、「糸島市地域公共交通計画」

を策定し、持続可能な地域公共交通の形成に取り組んできました。 

この間、地方の人口は減少し、公共交通の利用者減少に拍車がかかっています。一方で

は、団塊の世代が後期高齢者となり、日本の人口の５人に１人が７５歳となったことから、免

許証の自主返納が進んでおり、公共交通の重要性は増大しています。 

今回、現糸島市公共交通計画が令和８年３月に計画期間が終了するため、第２次地域公

共交通計画を策定し、改めて、限られた資源を有効に活用することにより、持続可能な地域

公共交通の形成に取り組むものです。 

 

2 計画の位置付け 

本計画は、本市の最上位計画である「第２次糸島市長期総合計画」を上位計画として位置

付けており、当該計画に定める基本的な考え方等に基づいて策定しています。 

また、市の他分野における各種計画を関連計画として位置付け、他の分野における取組

との連携を行いながら、相互に補完し合って、本市の将来都市像の実現に向けた取組を進

めるものとします。 
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図 1-1. 本計画の位置づけ 

 

3 持続可能な開発目標（SDGS）の達成に向けた施策の推進 

2015（平成 27）年９月に国連で、「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための

2030アジェンダ」が採択され、17のゴール（目標）と 169のターゲットからなる「SDGs 

（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）」が掲げられました。 

本計画では、交通分野における目標達成に資する取組を進めていきます。具体的には、糸

島市総合計画で示されている以下の２つの目標が合致します。 
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公共交通の改善や再編を推進 
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4 計画の対象区域 

糸島市全域及び路線バス、コミュニティバスが乗り入れている九州大学伊都キャンパス、

前原北原線沿線、野北・二見ヶ浦線沿線及び川原線沿線（福岡市西区の一部）を計画対象区

域とします。 

 

5 計画の対象期間 

本計画の期間は、第２次糸島市長期総合計画の後期期間（令和８年度から令和１２年度)

にあわせて、令和８年度（令和８年４月）から令和１２年度（令和１３年３月）までの５年間とし

ます。 
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第2章 地域と公共交通の現状 

1 地域の現状 

本市の人口や施設分布等の概要は、以下のとおりです。 

 

表 2-1. 地域の現状の概要 

項目 内容 

人口 ●人口は、微増傾向で推移していますが、今後、減少傾向に転ずること

が見込まれています。 

●JR 筑前前原駅周辺をはじめ、JR 筑肥線沿線に多くの人口が集中し

ています。また、JR 筑肥線沿線筑前深江駅から東側は人口が増加し

ていますが、その他の地域は減少しているところが多くなっていま

す。 

●沿岸部や山間部で高齢化率が４０%を超える校区があり、急激に高

齢化が進んでいます。 

施設立地 ●公共施設や、商業施設、医療施設は、JR 筑肥線沿線の中心部に多く

立地しています。 

●観光スポットが市内各地に点在しており、二見ヶ浦や芥屋地区など

は、多くの観光客でにぎわっています。 

 

 

 

図 2-1. 糸島市の人口推移と将来推計人口 

出典：糸島市長期総合計画 
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図 2-2. 本市の人口分布 
資料：国勢調査（令和 2年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3. 本市の高齢化率 
資料：国勢調査（令和 2年） 
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2 公共交通の現状 

本市の交通網や公共交通の利用状況の概要は、以下のとおりです。 

表 2-2. 公共交通の現状の概要 

項目 内容 

公共交通 

ネットワーク 

●市外と連絡する JR 筑肥線、高速バスと、路線バス、コミュニティ

バス、オンデマンドバス、タクシー、航路によって本市の公共交通

ネットワークは構成されています。 

●JR 筑前前原駅が、本市の玄関口であり、JR 筑肥線の他、多くの

路線バス、コミュニティバス、オンデマンドバス、タクシーが結節

し、交通結節点の役割を果たしています。 

公共交通の 

利用状況 

●路線バス、コミュニティバスなどの利用者数は、コロナ禍以降、増

加傾向にありますが、コロナ禍前ほど利用者数には回復していま

せん。 

●JR筑肥線の乗車人員は、筑前前原駅が約6,000人/日、波多江

駅、糸島高校前駅が約 2,300人/日ありますが、その他の駅の利

用者数は、1,000人/日以下となっています。 

財政負担 ●バス交通に対する財政負担は増加傾向にあり、令和6年度におけ

る財政負担は、1 億 2,300 万円に達しています。そのうち、1 億

657 万 1 千円がコミュニティバスに対する財政負担であり、残り

1,642万 9千円が路線バスに対する財政負担になります。 
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●糸島市内には、公共交通として、鉄道、高速バス、路線バス、コミュニティバス、オンデマンドバス、

渡船、タクシー、自主運行バス等が運行されています。 

●JR筑肥線が市の東西方向に、福岡市・唐津市を結ぶ形で運行され、市内には 10の駅があります。 

●高速バス「いと・しま号」が志摩地区から中心市街地を経由して、福岡市の天神、博多地区と連絡し

ています。また、二見ヶ浦と天神、博多地区を結ぶ「ウエストコーストライナー」が運行されています。 

●西の浦と芥屋を結ぶ「サンセットライン」が運行されています。 

●路線バスの野北・二見ヶ浦線、船越線、芥屋線は、筑前前原駅と志摩地区を結ぶ形で運行されてい

ます。 

●コミュニティバスは、市内の各地区から JRの駅までを結ぶ形で運行されています。 

●オンデマンドバス「チョイソコよかまちみらい号」は、曽根・井原山・雷山・川原線エリア及び市街地循

環線エリアで運行されています。 

●自主運行バスが、一貴山、引津、福吉、長糸の 4校区で運行されています。 

●市営渡船ひめしまが、岐志港と姫島港の間を運航しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4. 本市の公共交通ネットワーク 

出典：糸島市  
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本市の公共交通網と公共交通不便地域です。 

 

●駅から 1km 圏とバス停（自主運行バスを除く）から 500m 圏と人口メッシュ（500m）を重ね

合わせ、公共交通不便地域を抽出しました。 

●自主運行バスの運行により、福吉校区と一貴山校区、長糸校区、引津校区において、公共交通不

便地域がカバーされています。 

●一方、一部では公共交通網でカバーできていない集落もあります。 
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図 2-5. 公共交通不便地域 

出典：糸島市及び国勢調査（令和 2年） 
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第3章 地域交通の課題 

第２章で示した地域の公共交通の現状や、本章で整理する前計画の評価、上位関連計画にお

ける公共交通の位置づけ等を踏まえ、地域交通の課題を整理しました。 

 

1 前計画の評価 

1-1 施策の実施状況からみた評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●令和４年度から令和７年度の計画期間で、現計画に示されていた２４の施策の内、 

２２の施策が計画通りに実施されました。 

●目標別では、「基本方針① 拠点を核としたわかりやすく利用しやすい公共交通体系

の構築」、「基本方針③ 観光交流を支える公共交通体系の構築」、「基本方針④ 地

域全体で連携・協同しながら支える持続可能な公共交通体系の構築」に関する取組

はおおむね実施されています。 

施策の実施状況 

取組はおおむね計画通りに実施されています。 

路線バスについては、運行の効率化を図るために、日中収支率の悪いバス路線のオ

ンデマンド化を実施しています。また、利便性を向上させるために、系統番号表示等を

実施しています。 

今後も現公共交通網を維持するとともに、経費の拡大や運転手不足等の問題の中、

進展する人口減少、高齢化等的確にニーズを掴み、限られた資源を効果的に活用する

ことで持続可能な公共交通を目指す必要があります。 

また、観光客向けの取組については、MaaS 導入による乗車券の販売等を実施しま

した。今後のインバウンド客等の観光客利用増を見据えて、引き続き観光スポットへの

アクセス向上施策が必要です。 

自主運行バスにより、公共交通不便地域の縮小を図れており継続実施が必要です。 

施策の実施状況の評価と今後の課題 
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1-2 目標値の達成状況からみた評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●前計画では、目標値は４つの基本方針の下、２４の目標を設定していました。利用者

数に関しては 5 の目標が設定され、コミュニティバス、路線バスの利用者数は、目標

値近くまで増加しました。 

●一方、収支率については、いずれも目標値を下回っており、持続可能な公共交通へ

むけての公共交通の在り方を考える必要があります。 

●モビリティ・マネジメントや観光向け路線バスの実証運行などの施策実施に関する

目標をおおむね達成していますが、利用者の認知度や満足度の向上には至っていま

せん。 

目標値の達成状況 

路線バス、コミュニティバス及び航路は、コロナ禍以降において、利用者数が増加傾

向で推移してきましたが、目標値を達成することができていません。 

また、広く市民に公共交通の利便性について満足してもらっておらず、利便性の向

上とともに、公共交通サービスについての周知や利用促進に向けた取組も求められま

す。 

目標値の達成状況の評価と今後の課題 
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1-3 前計画の課題に関する実態と今後の課題 

前計画の課題に関する実態や、調査結果より、以下のような今後の課題が整理されました。 
 

表 3-1. 前計画の課題に関する実態と今後の課題 

区分 課題に関する実態 今後の課題 

前

交

通

計

画

に

お

け

る

課

題 

課題１ 

多極ネットワーク型

コンパクトシティ形成

への寄与 

●JR 筑前前原駅周辺を中心に、鉄道、路線

バス、コミュニティバス等で各拠点を連絡 

●ネットワークの軸となる JR筑肥線は市民

約 7割が利用、満足度に大きな問題なし 

●拠点間の連絡維持 

課題２ 

郊外部から中心部

へのアクセス向上及

び中心部での回遊利

便性の向上 

●路線バス、コミュニティバス等で郊外部と

中心部が連絡 

●路線バス、コミュニティバスは運行頻度、

運行時間、運行ルートに対する評価が低

い 

●郊外部から中心部まで

のネットワークの維持 

●移動ニーズに応じた路

線バス、コミュニティバ

スの改善 

課題３ 

送迎サービスも含

めた各種交通機関の

連携強化による公共

交通の利便性向上 

●通勤通学における車利用の割合が増加 

●高齢者の移動も車利用が中心 

●60歳以上の 4割はバスの便数に不満 

●60 歳以上の将来の移動に対する不安は

増加 

●各種交通機関の連携に

よる利便性の向上 

 

課題４ 

アフターコロナを見

据えた公共交通体系

の再構築による持続

可能性の向上 

●公共交通利用者数は増加傾向にはある

が、コロナ禍前までの水準には回復せず 

●交通事業者における運転手の確保が深

刻化 

●デマンド交通導入による外出支援等の効

果を確認 

●公共交通の再構築の継

続実施 

●公共交通の担い手確保 

課題５ 

観光における公共

交通の利便性の向上 

●コロナ禍後はインバウンドを中心に観光

需要が拡大 

●観光客から二次交通や情報提供に関する

ニーズがある 

●二次交通の充実 

●車から公共交通へと来

訪手段の転換促進 

課題６ 

市民との協働によ

る公共交通づくり 

●自主運行バスの継続運行 

●地域と連携した研修会等の実施 

●地域との協働による地

域交通の運行 

●地域との協働による利

用促進策の推進 

調査を通じて把握された

新たな課題 

●志摩スカイタウン（稲葉行政区）では過去

5年間で 70代以上が 11ポイント増加 

●九大生へのアンケートでは、鉄軌道の導

入に次いで、平日の路線バス増へのニー

ズが高い 

●高齢化が進行している

地域での移動支援 

●九大生の通学利便性の

確保 
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2 上位関連計画における公共交通の位置づけ 

上位関連計画より、本市におけるまちづくりの方向性と交通に関する施策は、以下のように整

理されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本市は「人とまちの魅力が輝く 豊かさ実感都市 いとしま」を将来像に、「広域拠点」、

「地区拠点」、「生活拠点」、「学術拠点」を交通ネットワークで有機的に結びつける「多極ネッ

トワーク型コンパクトシティ」を推進しています。 

上位関連計画における課題は以下のように整理されます。 

●多極ネットワーク型コンパクトシティ 

●鉄道を軸とした各種公共交通機関の連携 

●拠点を中心とした運行の再構築 

●公共交通による観光二次交通の整備 

上
位
計
画 

分
野
別
計
画 

第 2次糸島市長期総合計画 

糸島市都市計画マスター 

プラン 

第 2次糸島市国土利用計画 

第３次糸島市観光振興 

基本計画 

糸島市離島振興計画 

●将来像は「人とまちの魅力が輝く 豊かさ実感都市 い

としま」 

●交通に関する施策は、「多くの市民が快適に利用できる

公共交通網の形成」、「地域活性化も考慮した交通ネット

ワークの充実」、「鉄道を軸として路線バス、コミュニティ

バス、渡船が連携した公共交通ネットワークの利便性を

高める」等 

●多極ネットワーク型コンパクトシティの推進 

●「集約型都市構造」の実現による歩いて暮らせるまちづ

くり 

●拠点間の交通ネットワークの強化、拠点を中心とした運

行の再構築 

●自転車や徒歩で生活できる環境にやさしいまちづくり 

●「多極ネットワーク型コンパクトシティ」の推進 

●観光客の受入環境整備の一環として路線バス、コミュニ

ティバスの利便性向上と二次交通における自動車以外

の交通手段の活用 

●姫島航路の維持及び利便性向上 

●市営渡船と鉄道とを結ぶバス路線の維持 
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3 公共交通の課題 

次の３つの視点に基づき、課題を整理しました。 

 

視点①公共交通軸と拠点の充実・保障 

課題①ー１：「多極ネットワーク型コンパクトシティ」形成への寄与 

➢ 多くの市民が快適に利用できる公共交通網の形成・充実 

 

課題①ー２：各種交通機関の連携強化による公共交通の利便性向上 

➢ 鉄道を軸に、路線バス、コミュニティバス、渡船等が連携した利便性の高い公共交通ネット

ワークの形成 

 

視点②公共交通不便地域における移動の確保 

課題②ー１：市民との協働による公共交通づくり 

➢ 公共交通不便地域における地域と連携した自主運行バスの導入促進 

➢ 自主運行バス等の継続的な支援実施 

➢ 高齢化が進行している地域における移動困難者への対応 

 

視点③持続可能性・実現可能性の確保 

課題③ー１：公共交通体系の再構築による持続可能性の向上 

➢ できるだけ自家用車に頼らないライフスタイルの展開に向けた、拠点を中心としたバス路線

の再構築 

➢ 公共交通の維持に向けての担い手確保 

➢ 九大への通学利便性確保による九大生の市内居住と公共交通の維持への寄与 

 

課題③ー２：観光における公共交通の利便性の向上 

➢ 二次交通の充実や、車から公共交通へと来訪手段の転換促進 

➢ より一層の公共交通での観光促進によるオーバーツーリズムへの対応 
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●本市では長期総合計画や都市計画マスタープランにおいて「多極ネットワーク型コンパクトシ

ティ」の形成を目指しており、様々な拠点を公共交通ネットワークで連絡することが求められて

います。 

●現在の公共交通ネットワークは、広域拠点である筑前前原駅を中心に、周辺の地区拠点、学術

拠点、生活拠点を連絡しており、課題解消に向けては、現在の公共交通ネットワークを維持して

いくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1. 第２次糸島市長期総合計画における将来都市構造図（イメージ図） 

  

課題①－１：「多極ネットワーク型コンパクトシティ」形成への寄与 
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●本市では筑前前原駅や波多江駅で、鉄

道と路線バス、コミュニティバス等が結

節しています。乗り継ぎのしやすさに対

する評価をみると、「鉄道とそれ以外の

公共交通との乗り継ぎ」、「鉄道と自家用

車以外と乗り継ぎ」ともに、しやすいと

回答した方は、しづらいと回答した方の

割合と比べて多くはなっていますが、利

用者の 62%は「わからない・どちらとも

いえない」と回答しており、乗り継ぎ利

用が定着していない状況がうかがえま

す。そのため、公共交通網の情報の提供

及び乗り継ぎ拠点の整備が必要です。 

 

 

 

 

●本市では、市民との協働による公共交通とし

て、自主運行バスが 4地区で運行されており、

公共交通不便地域における移動手段として機能

しています。 

●市民アンケートでは、将来の不安として「車を

運転できなくなり外出が不便になる」に半数近

くの 48%が回答しています。 

そのため、地域との協働により、高齢化が進行

している地域での移動手段の確保としての、自

主運行バスの継続的な運行が求められていま

す。また、将来の不安を解消するために、地域の

ニーズに合わせて、新たな地域においても自主

運行バスの導入を検討する必要があります。 

 

図 3-3. 将来（5～10年後）、移動に関して不安に感じること 
出典：市民アンケート 

  

課題①－２：各種交通機関の連携強化による公共交通の利便性向上 

課題②－１：市民との協働による公共交通づくり 

図 3-2. 駅で乗り継ぎに対する評価 
出典：公共交通利用者アンケート 

48.2%

32.3%

27.0%

24.1%

23.0%

22.7%

17.4%

28.7%

1.8%

3.2%

0% 20% 40% 60%

車を運転できなくなり外出が不便に

なる

バスの便数が減って不便になる

車を維持していくのが経済的に厳

しくなる

送迎してくれる人がいなくなる

バス路線が廃止になり不便になる

家族や知人の送迎が負担になる

バスの運賃が上がって負担になる

いまのところ特に不安はない

その他

無回答 n=1227
MA=2801

17.9%

12.9%

6.4%

0.7%

62.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

鉄道とそれ以外の公共交通との乗り継

ぎがしやすい

鉄道とそれ以外の公共交通との乗り継

ぎがしづらい

鉄道と自家用車との乗り継ぎがしやすい

鉄道と自家用車との乗り継ぎがしづらい

わからない・どちらともいえない

n=140
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●公共交通の維持に向けては、市民や来訪

者による継続的な利用が必要です。しか

し、市民アンケートより現在の移動状況を

みると、通勤・通学目的、買い物目的とも

に、車利用中心となっています。そのた

め、公共交通を利用してもらうための取

組が必要となります。 

 

 

 

 

図 3-4. 通勤・通学時、買い物時の利用交通手段 

 

●公共交通の不満点・不便な点については、

「バスの本数が少ない」の割合が高くなって

います。特に、公共交通利用者について、非

常に高くなっています。 

しかし、バスの本数を増やすと財政負担が

増加します。また、本数を増やしたバスの

利用者が少ないと更に財政負担が増加し、

路線維持も困難となる可能性があります。 

そのため、限られた移動手段を活用し、移

動ニーズに応じたダイヤの見直しや、わか

りやすいルート設定等をおこなうことで、

利用者満足度の向上を図ることが必要と

なります。 

通勤・通学においては、利用実態に合わせ

たダイヤの見直しを検討することが必要で

す。また、通勤・通学両方に一定の利用が

ある九州大学への移動についても、同様

のことが言えます。 

「移動手段が少ない」、「バス停までの距離が遠い」、「送迎を頼める人がいない」、「車の運転

に不安がある」と一定数の回答があるため、デマンドエリアの継続及び拡大の検討が必要で

す。 

「移動手段が少ない」、「公共交通についてよくわからない」との回答については、市内公共

交通を知ってもらうため、モビリティ・マネジメントをきめ細かく実施するすることが必要で

す。 

課題③－１：公共交通体系の再構築による持続可能性の向上 

図 3-5. 移動で不便・不満を感じている点 

出典：市民アンケート 
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●市民アンケートでは、公共交通の確保・維

持のために、多様な取組が必要であると、

市民が指摘しています。その中でも必要な

取組として、「わかりやすいバス路線網への

見直し」の割合が 42%と最も高くなって

います。 

 他の項目についてもニーズが一定以上あ

るあるため、わかりやすく利用しやすい公

共交通体系の構築とともに、各種取組の推

進が求められています。 

 

    

 

 

 

 

 

●「第 1章３持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けた施策の推進」で記載しているとおり、

カーボンニュートラルの観点から、クリーンモビリティの導入を検討する必要があります。ま

た、公共交通へのモーダルシフト（自家用車から公共交通機関への行動変容）を図ることで、

利用者の増加、ひいては収支率の向上を図り、本市公共交通の持続可能性を向上させること

が必要です。 

 

●バス・タクシー運転手不足は、日本全体の課題です。本市でも運転手不足によるバスの減便が
発生する等、喫緊の課題の一つです。公共交通維持に向けて、運転手確保対策が必要です。 

 

 

 

●課題③－１で示したように、市民に対する行動変容による公共交通の利用を促進するだけで

なく、市外からの来訪者に対して公共交通の利用を促進することで、公共交通の持続可能性に

つなげることが必要です。 

●本市では、観光二次交通対策として、観光客向け路線バスの運行や、カーシェアの実証実施な

ど様々な取組が実施されてきています。 

●一方で、近年は、一部地域でのオーバーツーリズムが懸念されており、マイカー・レンタカーか

ら公共交通への来訪手段の転換や、市内での公共交通の利用促進に向け、観光客の移動ニー

ズに着目した利便性の向上が必要です。 

●事業者ヒアリングによると、コロナ禍後は宿泊客やゴルフ客のタクシー利用が多くなってお

り、観光客の移動ニーズに応じた交通サービスの提供が求められます。 

課題③－２：観光における公共交通の利便性の向上 

図 3-6. 公共交通の確保・維持に向け必要と

思われる取組出典：市        

出典：市民アンケート 
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第4章 公共交通が目指す姿 

1 基本理念及び基本方針 

地域交通の課題を踏まえ、基本理念及び基本方針を設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本理念 

「豊かさ実感都市」づくりに向け、軸と拠点で形成された持続的な公共交通体系

を構築する 

総合計画における将来像 

「人とまちの魅力が輝く 豊かさ実感都市 いとしま」 

【課題】 【基本方針】 

視点①公共交通軸と拠点の充実・保障 

視点②公共交通不便地域における移動の確保 

視点③持続可能性・実現可能性の確保 

課題①ー１ 

「多極ネットワーク型コンパク

トシティ」形成への寄与 

課題①ー２ 

各種交通機関の連携強化に

よる公共交通の利便性向上 

課題②ー１ 

市民との協働による公共交

通づくり 

課題③ー２ 

観光における公共交通の利

便性の向上 

課題③ー１ 

公共交通体系の再構築によ

る持続可能性の向上 

基本方針① 

拠点を核としたわかりやすく利

用しやすい公共交通体系の構築 

基本方針② 

公共交通を地域全体で連携・協

働しながら支える仕組みづくり 

基本方針④ 

観光交流を支える公共交通体

系の構築 

基本方針③ 

公共交通の利便性と持続可能

性の向上 
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2 公共交通将来ネットワークイメージ 

基本理念、基本方針をもとに、本市が目指す公共交通将来ネットワークイメージを設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1. 糸島市の公共交通将来ネットワークイメージ 

 

また、拠点と軸を以下のように設定しました。 

 

表 4-1. 拠点の位置づけ 

種類 位置 役割 

広域拠点 筑前前原駅周辺 糸島市の玄関口にあたる交通拠点であり、市外

と連絡する広域幹線である鉄道と市内の拠点間

を連絡する路線バス、コミュニティバスや、二次交

通が結節し、市内外の移動を円滑に結ぶ 

地区拠点 波多江駅周辺、志摩初、筑前深

江駅周辺、糸島高校前駅周辺、

九州大学伊都キャンパス 

地域の中心的な交通拠点である、広域拠点から

の鉄道、路線バス、コミュニティバス等と周辺地区

までのコミュニティバスやデマンド交通等を結節

し、各地域と広域拠点とつなぐ 

生活拠点 美咲が丘駅周辺、加布里駅周

辺、一貴山駅周辺、福吉駅周辺、

引津地区、桜野地区、長糸地区、

雷山地区、怡土地区 

地区の交通拠点で、地区内の公共交通へのアク

セスポイントとなる 

 

  

 
公共交通将来ネットワークイメージ 



                                                           第 4章 公共交通が目指す姿 

20 

 

表 4-2. 軸の位置づけ 

種類 位置づけ・役割 連絡する拠点 

基幹軸 ・本市の公共交通ネットワークの骨格となる東西

方向の横軸を形成。 

・本市と周辺市町村を連絡。 

広域拠点と周辺市町村 

地域内幹線軸 ・基幹軸に接続し、南北方向の縦軸を形成。 広域拠点と地区拠点 

地域内フィーダー

軸 

・周辺住宅地と基幹軸や地域内幹線軸を結ぶ支

線。 

生活拠点と地区拠点 

 

3 交通手段の役割 

各交通手段の特性を考慮し、本市における役割を以下のように設定しました。 

 

表 4-3. 交通手段の役割 

区

分 
交通モード 役割 確保・維持策 

地

域

間

交

通 

鉄道 ・多極ネットワーク型コンパクトシティの骨格を形

成する。 

・市内外を連絡し、通勤通学、買物等の日常生活

における移動のみならず、観光、ビジネス等多様

な目的での移動を担う。 

交通事業者と協議の上、一定以

上の運行水準を確保 

高速バス ・通勤通学や買物等で本市とつながりの強い福岡

市との連絡を担う。 

交通事業者と協議の上、一定以

上の運行水準を確保 

路線バス ・本市の広域拠点である筑前前原駅と志摩地域を

連絡する役割を担う。 

・広域拠点や地区拠点から九大エリアへのアクセ

スを担う。 

地域公共交通確保維持事業（幹

線補助）を活用し持続可能な運行 

地

域

内

交

通 

コ ミ ュ ニ

ティバス 

・市内の広域拠点と地区拠点や生活拠点等を連絡

し、公共施設や、医療施設、商業施設までの移動

や、鉄道・高速バスへのアクセスを担う。 

地域公共交通確保維持事業

（フィーダー補助）を活用し持続可

能な運行 

オンデマン

ドバス 

・コミュニティバスの運行を補完し、周辺部と広域

拠点・地区拠点の連絡、市街地の回遊を担う。 

・コミュニティバスの運行が困難な地域の運行を

担う。 

地域公共交通確保維持事業

（フィーダー補助）を活用し持続可

能な運行 

自主運行

バス 

・公共交通不便地域における公共施設や医療施

設、商業施設までの移動を担う。 

担い手を確保し、持続可能な運行 

航路 ・姫島への唯一の公共交通であり、姫島と岐志間

の移動を担う。 

地域公共交通確保維持事業（航

路補助）を活用し持続可能な運行 

タクシー ・タクシー利用が有効な移動、あるいは公共交通

が不便な地区の住民、子育て世代などの多様な

移動を支える。 

交通事業者との連携した取組に

より一定以上の需要を確保 
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●地域間交通の路線バスは、他の交通モードや地域内交通と連絡し、公共交通ネットワークを構

築するうえで特に重要な役割を担っている。一方で、自治体や事業者の運営努力だけでは路

線の維持が難しく、地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する必要がある。 

●地域内交通のコミュニティバス及びオンデマンドバスは、地域の移動手段としての役割を担っ

ており、また、地域間交通への接続により広域への移動も可能とするなど、地域間交通を補完

する欠かせない路線である。一方で、自治体や事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しく、

地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する必要がある。 

 

以上から、持続的な地域公共交通ネットワークに維持を図っていくため、下記の路線について、

地域公共交通確保維持改善事業を活用します。 

 
表 4-4. 地域公共交通確保維持改善事業の活用を図る路線の概要(事業主体は昭和自動車㈱) 

路線名 起点 経由地 終点 路線の態様 補助事業の活用 

芥屋線 前原駅北口 加布里 芥屋 路線定期 幹線補助 

船越線 前原駅北口 師吉公民館

前・初 

船越 路線定期 幹線補助 

野北・二見ヶ浦

線 

前原駅北口 イオン糸島

店・野北 

西の浦 路線定期 幹線補助 

九大線 前原駅北口 波多江 九大東ゲート 路線定期 幹線補助 

九大線 周船寺小学校 高田 九大東ゲート 路線定期 幹線補助 

白糸線 (前原駅

南口～白糸) 

前原駅南口 本区 白糸 路線定期 フィーダー補助 

白糸線 (前原駅

南口～長野) 

前原駅南口 本区 長野 路線定期 フィーダー補助 

雷山線 (1)運動

公園・曽根経由 

前原駅南口 運動公園曽

根多久入口 

雷山観音前 路線定期 フィーダー補助 

雷山線 (南口～

雷山入口) 

前原駅南口 運動公園曽

根多久入口 

雷山入口 路線定期 フィーダー補助 

曽根線(波多江) 前原駅北口 波多江 曽根グラウン

ド 

路線定期 フィーダー補助 

曽根線(有田) 前原駅南口 有田 曽根グラウン

ド 

路線定期 フィーダー補助 

井原山線 前原駅北口 曽根 井原山入口 路線定期 フィーダー補助 

川原線(1) 前原駅北口 周船寺駅 雷山の森 路線定期 フィーダー補助 

前原北原線 前原駅北口 産の宮 九大学研都市

駅 

路線定期 フィーダー補助 

九大線(泊経由) 前原駅北口 泊一区 九大東ゲート 路線定期 フィーダー補助 

深江線 (浜窪経

由) 

前原駅北口 浜窪・波呂 前原駅北口 路線定期 フィーダー補助 

産業団地線 前原駅南口 産業団地・

半導体セン

ター 

前原駅南口 路線定期 フィーダー補助 
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篠原線 前原駅北口 糸島高校前

駅南口 

波多江駅 路線定期 フィーダー補助 

よかまちみらい

号 (曽根・井原

山・雷山・川原線

エリア) 

 曽根・井原

山・雷山・川

原 ・ 国 道

202 区域 

 区域 フィーダー補助 

よかまちみらい

号 (市街地循環

エリア) 

 市街地循環

エリア 

 区域 フィーダー補助 
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第5章 施策と実施事業 

1 施策メニュー 

基本方針に基づき、計画期間で、実施や検討を行う施策を設定しました。 

方針 施策 実施内容 

実施予定時期 実施主体 

Ｒ

8 

Ｒ

9 

Ｒ

10 

Ｒ

11 

Ｒ

12 

糸

島

市 

交

通

事

業

者 

他 

基本方針➀ 

拠点を核とし

たわかりやす

く利用しやす

い公共交通

体系の構築 

施策 1-1 

拠点間を連絡するネッ

トワークの形成 

路線バスの継続運行 実施 ○ ◎  

コミュニティバスの継続運行 実施 ○ ◎  

市営渡船の継続運航 実施 ◎   

施策１-2 

いと・しま号のパークア

ンドライドの継続実施 

いと・しま号のパークアンドライド

の継続実施 実施 ○ ○ ◎ 

施策１-３ 

利用しやすい支払方法

の導入 

タッチ決済の導入 

実施 ○ ◎  

施策１-４ 

公共交通情報の提供 

公共交通ガイドの作成 
実施 ◎   

施策１-5 

乗り継ぎ拠点の整備 

駐輪場等の整備 実施 ◎ ○  

バリアフリー化 実施 ○ ◎  

バス待ち環境の改善 実施 ○ ◎  

基本方針② 

公共交通を

地域全体で

連携・協働し

ながら支える

仕組みづくり 

施策 2-1 

地域が主体の自主運行

バスの導入促進 

自主運行バスの運行継続・拡充 

実施 ◎  ○ 

基本方針③ 

公共交通の

利便性と持

続可能性の

向上 

施策３-１ 

路線バス・コミュニティ

バスのデマンド化の検

討 

デマンドエリア拡大の調査実施 

実施 ○ ◎  

施策３-2 

公共交通利用促進策の

推進 

モビリティ・マネジメントの実施 実施 ◎ ○ ○ 

交通ネットワークの再編実施 実施 ○ ◎  

施策３-3 

公共交通の担い手確保 

運転手確保対策の実施 
実施 ◎ ◎ 〇 

施策３-4 

カーボンニュートラル

の推進 

新たなモビリティの導入及び行

動変容施策の調査実施 実施 ○ ◎ ○ 

施策３-5 

MaaSの利用促進 

MaaSの利用促進 
実施 ○ ◎ ○ 

基本方針④ 

観光交流を

支える公共

交通体系の

構築 

施策 4-１ 

観光客向け路線の運行 

観光路線の運行 
実施 ○ ◎  

施策４-2 

ICT を活用したアクセ

ス情報の提供 

デジタルサイネージ、スマートバ

ス停による情報提供の調査実施 実施 ◎ ◎ ○ 

デジタルサイネージの設置 実施 ◎ ◎ ○ 
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2 各施策の概要 

各施策の実施内容、事業主体、計画期間内での取組は以下の通りです。 

2-1 基本方針 1：拠点を核としたわかりやすく利用しやすい公共交通体系の構築 

施策 1-1 拠点間を連絡するネットワークの形成 

施策の目標 

・多極ネットワークコンパクトシティづくりに向け、広域拠点、地区拠点、観光拠点、生活拠点間を連

絡する公共交通ネットワークの形成を維持します。 

・公共交通ネットワークの形成の維持は施策 3-1.路線バス・コミュニティバスのデマンド化の検討、

施策 3-２.交通ネットワークの再編とあわせて進めていきます。 

施策の概要 

・拠点間を連絡する路線バス、コミュニティバス、市営渡船の維持を図ります。 

・需要が小さいエリアや時間帯においては、オンデマンドバスの活用を検討します。 

・路線バス、コミュニティバス、航路の維持にあたっては、地域間幹線系統補助金、地域内フィー

ダー系統補助金、離島航路運営費等補助金等国庫補助金や県補助金を活用します。 

  地域間幹線系統の補助金を活用する路線 

   芥屋線、船越線、野北・二見ヶ浦線、九大線（波多江経由）、九大線（高田経由） 

  地域内フィーダー系統の補助金を活用する路線 

   白糸線、雷山線、曽根線、川原線、井原山線、前原北原線、九大線（泊経由）、 

九大線（馬場・油比経由）、深江線、篠原線、産業団地線、チョイソコよかまちみらい号 

  離島航路運営費等補助金を活用する航路 

   市営渡船ひめしま（姫島～岐志港） 

関連指標 

・拠点間を連絡する路線数 

・路線バス・コミュニティバス・オンデマンドバス、市営渡船の年間利用者数、収支率、バス交通に係

る市の財政負担額 

実施主体とスケジュール 
 

取組内容 実施主体 
2026 

（R8）年 

2027 

（R9）年 

2028 

（R10）年 

2029 

（R11）年 

2030 
（R12）年 
以降 

路線バスの継続運行 
交通事業者、 

糸島市 

     

コミュニティバスの継続運行 
交通事業者、 

糸島市 

     

市営渡船の継続運航 糸島市      

継続実施 

継続実施 

継続実施 



 

25 

 

施策１-２ いと・しま号のパークアンドライドの継続実施 

施策の目標 

・高速バス「いと・しま号」へのアクセス性を高め、市外への移動における公共交通の利用促進を図

ります。 

 

施策の概要 

・高速バス利用の利便性向上を図るため、平成28年から「イオン糸島ショッピングセンター」で実施

しているパークアンドライドを継続します。 

 

関連指標 

・パークアンドライド利用者 

 

実施主体とスケジュール 
 

取組内容 実施主体 
2026 

（R8）年 

2027 

（R9）年 

2028 

（R10）年 

2029 

（R11）年 

2030 
（R12）年 
以降 

「いと・しま号」のパークアン

ドライドの継続実施 

商業施設、 

交通事業者、 

糸島市、 

福岡市 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1. いと・しま号パークアンドライドのイメージ 

  

継続実施 

自宅

イオン志摩ショッピングセンター

天神

福岡前原高速、
福岡都市高速

博多

イオン糸島ショッピングセンター 
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施策 1-3 利用しやすい支払方法の導入 

施策の目標 

・利用しやすい支払方法を導入することで、階層的な公共交通ネットワーク整備に伴う乗継による

利用者の負担増や、負担増に伴う利用者の減少を低減します。 

 

施策の概要 

・鉄道、路線バス、コミュニティバス、オンデマンドバスなど複数の交通手段の乗継利用の利便性向

上を図るため、タッチ決済の導入します。 

 

関連指標 

・タッチ決済の導入 

 

 

実施主体とスケジュール 
 

取組内容 実施主体 
2026 

（R8）年 

2027 

（R9）年 

2028 

（R10）年 

2029 

（R11）年 

2030 
（R12）年 
以降 

コミュニティバス・路線バス

のタッチ決済の導入 

交通事業者、 

糸島市 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2. タッチ決済のイメージ 

  

導入 
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施策 1-４ 公共交通情報の提供 

施策の目標 

・糸島市の公共交通に関する情報を網羅した公共交通ガイドを改善・更新することで、公共交通に

関する情報を気軽に入手でき、普段、公共交通を乗り慣れていない方でも、安心して利用できる

ようにします。 

 

施策の概要 

・公共交通をわかりやすく利用していただくため、糸島市ホームページで公共交通ガイドを更新し、

公表します。 

関連指標 

・公共交通ガイドの作成（更新） 

 

実施主体とスケジュール 
 

取組内容 実施主体 
2026 

（R8）年 

2027 

（R9）年 

2028 

（R10）年 

2029 

（R11）年 

2030 
（R12）年 
以降 

公共交通ガイドの更新 糸島市      

 

 

図 5-3. 糸島市公共交通ガイド 

ダイヤ改正に合わせて随時実施 
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施策 1-5 乗継拠点の整備 

施策の目標 

・多極ネットワークコンパクトシティづくりに向け、広域拠点、地区拠点、観光拠点、生活拠点におけ

る乗継利便性を高めます。 

 

施策の概要 

・案内の充実や、バリアフリー化の推進、駅周辺駐車場や駐輪場の整備など乗継環境の向上を図り

ます。 

 

関連指標 

・乗継拠点の整備 

 

実施主体とスケジュール 
 

取組内容 実施主体 
2026 

（R8）年 

2027 

（R9）年 

2028 

（R10）年 

2029 

（R11）年 

2030 
（R12）年 
以降 

駐輪場等の整備 
糸島市、 

交通事業者 

     

バリアフリー化 
交通事業者、 

糸島市 

     

バス待ち環境の改善 
交通事業者、 

糸島市 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4. 駅前広場の整備状況（左：糸島高校前駅、右：筑前前原駅）  

方針検討・調整、優先度の高い箇所から順次実施 

方針検討・調整、実施 

方針検討・調整、優先度の高い箇所から順次実施 
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2-2 基本方針２：公共交通を地域全体で連携・協働しながら支える仕組みづくり 

施策２-1 地域が主体の自主運行バスの導入促進 

施策の目標 

・公共交通が運行されていない中山間地などの郊外部において、地域との協働のもと自主運行バ

スを導入することで、交通弱者の日常生活における移動を支えます。 

 

施策の概要 

・公共交通不便地域における移動手段を確保するため、 従来からの公共交通のみでは地域の移動

ニーズに対応しきれない場合には、交通事業者と協議しながら、地域による自主運行バスの継続

と新規導入を支援します。 

関連指標 

・自主運行バスの導入地区数 

・自主運行バスの年間利用者数 

 

実施主体とスケジュール 
 

取組内容 実施主体 
2026 

（R8）年 

2027 

（R9）年 

2028 

（R10）年 

2029 

（R11）年 

2030 
（R12）年 
以降 

自主運行バスの運行継続・拡

充 

糸島市、 

校区住民 

     

 

  

協議が整ったところから順次実施 
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2-3 基本方針３：公共交通の利便性と持続可能性の向上 

施策 3-1 路線バス・コミュニティバスのデマンド化の検討 

施策の目標 

・路線バス・コミュニティバスの運行効率を高めることで、財政負担を軽減し、持続可能性を高めま

す。 

・路線バス・コミュニティバスの利用が低いエリアなどは、面的に運行エリアをカバーすることで、高

齢者等の生活移動の利便性向上と外出促進を図ります。 

 

施策の概要 

・拠点間の連絡は定時定路線、それ以外の移動はデマンド交通等でカバーするという考え方に基づ

き、路線バス・コミュニティバスの特定区間や時間帯におけるデマンド化を検討します。 

・路線バス・コミュニティバスのデマンド化は、施策 3-2 にも関連した施策であり、一体的に進めて

いきます。 

関連指標 

・デマンド化した路線数 

 

実施主体とスケジュール 
 

取組内容 実施主体 
2026 

（R8）年 

2027 

（R9）年 

2028 

（R10）年 

2029 

（R11）年 

2030 
（R12）年 
以降 

デマンドエリア拡大の調査実

施 

交通事業者、 

糸島市 

     

 

 

図 5-5. オンデマンドバス「チョイソコよかまちみらい号」 

出典：よかまちプロジェクト プレスリリース資料 

  

  

デマンド化区間の調査実施 
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施策３-2 公共交通利用促進策の推進 

施策の目標 

・情報提供やコミュニケーションを通じて、市民や来訪者の公共交通の利用機会の増加を図ります。 

・普段公共交通を利用しない方、高齢者や小中高校生に対しては、公共交通利用の習慣づけを図り

ます。 

・運転手不足等の地域公共交通を取り巻く環境に対応し、地域公共交通サービスの最適化と持続

性向上を確実に推進するために、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、地域公

共交通利便増進事業を行います。 

施策の概要 

・公共交通の利用を促進するため、公共交通利用のメリットの周知や、公共交通の利用の仕方な

ど、公共交通利用の動機付けや行動変容を促すモビリティ・マネジメントを継続的に実施します。 

 

関連指標 

・モビリティ・マネジメントの実施 

・交通ネットワーク（バス路線）の再編実施 

実施主体とスケジュール 
 

取組内容 実施主体 
2026 

（R8）年 

2027 

（R9）年 

2028 

（R10）年 

2029 

（R11）年 

2030 
（R12）年 
以降 

モビリティ・マネジメント 

の実施 

糸島市、 

交通事業者、 

教育委員会 

     

交通ネットワークの再編実施 
糸島市 

交通事業者 

     

 

 

 

 

  

実施 

実施 
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施策３－3 公共交通の担い手確保 

施策の目標 

・バス・タクシー等の運転手を確保することにより、持続可能な公共交通を構築します。 

 

施策の概要 

・全国的に公共交通の担い手不足が深刻化しているため、国・県と連携して運転手確保に取り組む

と共に、市独自の取り組みを検討します。 

 

関連指標 

・運転手確保対策の実施 

 

実施主体とスケジュール 
 

取組内容 実施主体 
2026 

（R8）年 

2027 

（R9）年 

2028 

（R10）年 

2029 

（R11）年 

2030 
（R12）年 
以降 

運転手確保対策の実施 
糸島市、 

交通事業者 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実施 
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施策３－4 カーボンニュートラルの推進 

施策の目標 

・低炭素社会を実現するため、市民や来訪者の公共交通の利用機会の増加を図ります。 

・新たなモビリティの導入に向けて調査を実施します。 

・自家用車から公共交通への行動変容施策について調査を実施します。 

 

施策の概要 

・日々の生活において、自家用車から公共交通の利用を推進することにより、低炭素社会の実現に

つなげます。 

あわせて、CO2を削減できる、新たなモビリティの導入に向けて調査を実施します。 

 

関連指標 

・新たなモビリティの導入 

実施主体とスケジュール 
 

取組内容 実施主体 
2026 

（R8）年 

2027 

（R9）年 

2028 

（R10）年 

2029 

（R11）年 

2030 
（R12）年 
以降 

新たなモビリティの導入調

査実施 

糸島市、 

交通事業者 

     

行動変容施策の調査実施 
糸島市、 

交通事業者 

     

 

 

  

実施 

実施 
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施策３-５ MaaSの利用促進 

施策の目標 

・アプリを活用したデジタルチケットの販売により、地域公共交通の利用促進を図り、持続可能で質

の高い地域公共交通の実現を目指します。 

 

施策の概要 

・MaaSアプリ「my route」を利用した、公共交通の乗車券の活用を促進します。 

関連指標 

・デジタルチケットの販売枚数 

 

実施主体とスケジュール 
 

取組内容 実施主体 
2026 

（R8）年 

2027 

（R9）年 

2028 

（R10）年 

2029 

（R11）年 

2030 
（R12）年 
以降 

MaaSの利用促進 

交通事業者、 

民間事業者、 

糸島市 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-6. MaaSのイメージ 

出典：国土交通省 HP 

実施・促進 
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2-4 基本方針４：観光交流を支える公共交通体系の構築 

施策 4-1 観光客向け路線の運行 

施策の目標 

・第 2 次糸島市観光振興基本計画に示されているように、観光客が目的地までストレスなく行ける

アクセスの確保のため、路線バス、コミュニティバス等の利便性向上を図ります。 

 

 

施策の概要 

・観光客の公共交通でのアクセス利便性を高めるため、筑前前原駅と主要観光地を結ぶ路線の新

設や、導入に向けた実証運行を実施します。 

・二次交通の充実を図るとともに、市営渡船や路線バス、コミュニティバスなどを活用した観光商品

の造成も進めていきます。 

 

関連指標 

・観光客向け路線の運行 

 

 

実施主体とスケジュール 
 

取組内容 実施主体 
2026 

（R8）年 

2027 

（R9）年 

2028 

（R10）年 

2029 

（R11）年 

2030 
（R12）年 
以降 

観光路線の運行 交通事業者、 

糸島市、 

糸島市観光協会 

     

  

実施 
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施策４-2 ICTを活用したアクセス情報の提供 

施策の目標 

・筑前前原駅等の主要地点からの公共交通でのアクセス情報を提供することで、市外からの公共交

通での来訪促進を図ります。 

 

施策の概要 

・交通事業者、観光施設等が、ICT を活用して、公共交通による観光地までのアクセス情報を提供

します。 

 

関連指標 

・デジタルサイネージの設置数 

 

 

実施主体とスケジュール 
 

取組内容 実施主体 
2026 

（R8）年 

2027 

（R9）年 

2028 

（R10）年 

2029 

（R11）年 

2030 
（R12）年 
以降 

ICT を活用したアクセス情

報の調査実施 

交通事業者、 

糸島市 

     

デジタルサイネージの設置 
交通事業者、 

糸島市 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7. デジタルサイネージのイメージ 

  

実施 

実施 
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3 地域ごとの取組イメージ 

施策メニューを踏まえた地域別（下図参照）の取り組みイメージについてとりまとめました。 

なお、公共交通利用促進、情報提供などの施策は、市全体で必要な取り組みであり、地域ごとの

取り組みまでは含んでいません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-8. 市内の 6地域区分 

  

志摩東部 

志摩西部 

二丈東部 

二丈西部 
前原南部 

・路線バス、コミュニティバスの継

続運行 

・交通ネットワークの再編 

・乗り継ぎ拠点の整備 

・デジタルサイネージ・スマートバス

停による情報提供調査 

・デマンドエリア拡大調査 

・新たなモビリティの導入調査 

・路線バスの継続運行 

・交通ネットワークの再編 

・自主運行バスの導入促進 

・いと・しま号のパークアンドライド 

・観光客向け路線の運行 

・路線バスの継続運行 

・交通ネットワークの再編 

・デマンドエリア拡大調査 

・自主運行バスの継続運行 

・「ひめしま」の継続運航 

・自主運行バスの継続運行 

・乗り継ぎ拠点の整備 

・コミュニティバスの継続運行 

・自主運行バスの継続運行・導入促進 

・乗り継ぎ拠点の整備 

・コミュニティバスの継続運行 

・自主運行バスの継続運行・導入促進 

・観光向け路線の運行 

・デマンドエリアの継続運行・拡大調査 

前原北部 
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表 5-1. 地域別の主な取り組み 

地域 地域の現状 地域課題 主な取り組み 

前

原

北

部 

・ 本市の中央付近に位置し、ＪＲ筑肥線や国道 202 号に

沿って、糸島市役所等公共施設、商業施設などの都市機

能が集積し、広域拠点「筑前前原周辺」を有する糸島市の

中心的な役割を担う地域です。 

・ 人口は６地域の中で最も多く約６万人が居住、平成２７

年から令和 7 年で約１0％増加、高齢化率は 6 地域の中

で最も低い状況です。 

・ 国道沿線に商業施設などが立地し、交通渋滞の発生も

顕著な状況です。 

・ 公共交通は JR 筑肥線の筑前前原駅、糸島高校前駅、波

多江駅が立地し、各駅を中心に高速バス「いと・しま号」、

路線バス、コミュニティバス、デマンドバスが運行されて

います。 

・ また、隣接する福岡市西区に跨る「九州大学伊都キャン

パス」は地域の強みの１つです。 

○市外来訪者にも

対応した広域拠

点「筑前前原駅

周辺」など乗り

継ぎ拠点強化 

○九大連携、人口

増加に対応した

既存公共交通

ネットワークの

維持、改善 

○公共交通転換

促進による自動

車需要削減、交

通渋滞緩和 

○九大線など路

線バス、コミュ

ニティバスの

継続運行 

○ 交 通 ネ ッ ト

ワークの再編 

○乗り継ぎ拠点

整備 

○デジタルサイ
ネ ー ジ 、 ス
マートバス停
による情報提
供の調査実施 
○デマンドエリ
ア拡大調査 
○新たなモビリ
ティの導入調
査 

 

前

原

南

部 

・ 本市の南東部に位置し、居住エリアが脊振山地の山間部

の谷筋に整備された県道沿線、麓の広大な田園地帯に面

的に広がっています。 

・ 人口は平成２７年から約 4％減少、高齢化率は約 36%

と市全体（R7：約 30%）に比べ高い状況です。 

・ 農産物直売所「伊都菜彩」、雷山千如寺、白糸の滝など

の市内外から多くの方が訪れる観光資源を多く抱えてい

ます。 

・ 公共交通は、「雷山・怡土・長糸」の各生活拠点を網羅す

るコミュニティバス、デマンドバスが運行されています。 

○コミュニティバ

スの運行効率化 

○利用者減少に対

応した新たなモ

ビリティの検討

（デマンドバス、

自主運行バスな

ど） 

○内陸部への観光

来訪者の周遊

促進 

 

○井原山線、曽

根 線 な ど コ

ミュニティバ

スの継続運行 

○デマンドエリア

の継続運行・

拡大調査 

○地域が主体と

なった自主運

行バスの導入

促進 

○観光客向け路

線の運行 

志

摩

東

部 

・ 本市の北部に位置し、生活拠点となる「志摩初」には交

流プラザ志摩館等公共施設、大型小売店舗「イオン糸島

ショッピングセンター」などが立地し志摩エリアの中心と

なる役割を担っています。 

・ 海岸部の幣の浜や桜井二見ヶ浦などに加え、内陸部に

は可也山、桜井神社などの観光資源が豊富です。 

・ 人口は平成２７年から約 3％増加、高齢化率は約 32％

と市全体と比べ若干上回る状況です。 

・ 公共交通は、生活拠点「志摩初」を経由する路線バス、高

速バス「いと・しま号」に加え、福岡市方面からはウェスト

コートライナーが運行されています。 

○地域内の基幹

交通である路線

バスの運行維持 

○更なる定住・移

住促進に向けた

高速バスの維持 

○自家用車・レン

タカー以外の観

光来訪手段提

供による更なる

誘客、渋滞削減 

 

○野北線など路

線バスの継続

運行 

○ 交 通 ネ ッ ト

ワークの再編 

○いと・しま号の

パークアンド

ライド 

○地域が主体と

なった自主運

行バスの導入

促進 

○観光客向け路

線の運行 
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地域 地域の現状 地域課題 主な取り組み 

志

摩

西

部 

・ 本市の北西部に位置し、幣の浜、芥屋の大門、姫島など

の美しい自然海岸線は玄海国定公園に指定され、可也山

は本市のふるさと景観のシンボルとなっています。 

・ 人口は平成27年から 10%以上減少と６地域の中で最

大の減少、高齢化率も約 41％と最も高い状況です。 

・ 岐志（新町）、船越の漁港などでは、冬季に旬のカキを提

供する牡蠣小屋が立地し、カキを目当てに多くの観光客

でにぎわいます。 

・ 芥屋西方に浮かぶ本市唯一の有人離島の姫島は、島料

理体験ツアーなどの交流人口増に向けた取り組みも行わ

れています。 

・ 公共交通は、路線バス船越線及び芥屋線、自主運行バ

ス、さらには姫島を結ぶ市営渡船が岐志港から運航され

ています。 

○姫島の生活、対

外交流を支える

航路の維持 

○地域内の基幹

交通である路線

バスの運行維持 

○利用者減少に対

応した新たなモ

ビリティの検討

（デマンドバス、

自主運行バスな

ど） 

○運行実績のある

自主運行バスの

継続運行 

○姫島含む観光来

訪者向けの利便

性確保 

○路線バス船越
線及び芥屋
線の継続運
行 

○交通ネ ッ ト
ワークの再編 

○デマンドエリア

拡大調査 

○地域ニーズを

踏まえた自主

運行バスの継

続運行 

○市営渡船「ひ

めしま」の継続

運航 

 

二

丈

東

部 

・ 本市の南部中央付近に位置し、ＪＲ筑前深江駅周辺には

交流プラザ二丈館等公共施設、スーパーなどの商業施設

が集積し、二丈エリアの中心となる役割を担っています。 

・ 人口は平成 27年から約２%増加、高齢化率は約 37％

と市全体に比べ高い状況です。 

・ 公共交通は、コミュニティバス深江線、JR 筑肥線（筑前

深江駅、一貴山駅）、一貴山校区自主運行バスが運行され

ています。 

○コミュニティバ

スの路線の維持 

○コミュニティバ

スの利用実態、

地域ニーズを踏

まえた新たな移

動手段の導入 

○筑前深江駅乗り

継ぎ拠点の強

化 

 

○コミュニティバ

スの継続運行 

○地域ニーズに

合致した自主

運行バスの導

入促進 

○筑前深江駅乗

り継ぎ拠点の

整備 

二

丈

西

部 

・ 本市の西端部に位置し、国道沿いに市街地及び居住地、

国道にアクセスする谷筋の県道沿線にも住居が立地して

います。 

・ 人口は減少傾向にあり、高齢化率は 39%と６地域の中

で２番目に高くなっています。 

・ 鳴き砂で著名な姉子の浜、加茂ゆらりんこ橋、入浴施設

などの観光資源も有しています。 

・ 公共交通は、JR 筑肥線（福吉駅）、福吉校区自主運行バ

スが運行されています。 

○運行実績のある

自主運行バスの

継続運行 

○ＪＲ筑肥線駅乗

り継ぎ拠点の強

化 

○地域ニーズに

合致した自主

運行バスの継

続運行 

○ＪＲ筑肥線乗り

継ぎ拠点の整

備 
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第6章 計画の推進 

1-1 PDCAサイクルによる進捗管理 

５年の計画期間全体を対象とした「大きなＰＤＣＡサイクル」と、毎年のモニタリングを中心とした

「小さなＰＤＣＡサイクル」を組み合わせることで、計画の達成に向けた継続的な改善を推進します。 

表 6-１.ＰＤＣＡサイクルによる継続的な改善 

 対象期間 概 要 

大きな 

ＰＤＣＡサイクル 

計画期間 

（５年） 

○対象期間全体を通した事業の実施状況や数値目標の達成 

状況、事業の実施による効果、残された課題等を整理・分析 

し、次期計画に反映 

小さな 

ＰＤＣＡサイクル 
毎 年 

○事業の実施状況等を整理するとともに、利用状況等を継続

的にモニタリングし、事業内容の修正やスケジュールの見直

し等を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1. ＰＤＣＡサイクルのイメージ 
 

表 6-2. 各ＰＤＣＡサイクルの概要 

項目 大きなＰＤＣＡ 小さなＰＤＣＡ 

Ｐ（計画） ・地域公共交通計画の策定 ・各路線の改善計画の策定 

・利用促進策等の実施計画の策定 

Ｄ（実行） ・計画に掲げる各種施策の実行 ・地域公共交通の運行 

・利用促進策等の展開 

Ｃ（評価） ・各種施策の実行による、市民の移動

への効果等の評価 

・利用状況の評価 

・施策実施効果の評価 

Ａ（改善） ・地域公共交通計画の見直しの検討 ・運行の見直し 

・利用促進策の見直し 

  

【大きなＰＤＣＡサイクル】 

計画期間（５年） 

【小さなＰＤＣＡサイクル】 

毎年 
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1-2 マネジメントの推進体制 

糸島市における計画の進捗をマネジメント（管理）する主体は、「糸島市地域公共交通会議」です。 

マネジメントにおいては、行政と住民がともに公共交通に対する意識を共有化し、単に評価をす

ることに留まらず、より良い地域公共交通への改善に向けて官民協働のもと取り組むことを目的と

します。 

また、行政と交通事業者のみならず、観光や福祉などの分野と情報共有・意見交換を行いつつ、

官民が連携した公共交通の取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-2. 糸島市における計画の推進体制 

 

 

 

 

 

  

○利用者のニーズを踏まえた交通サー

ビス・情報の提供 

○地域公共交通のあり方の検討への積

極的な参加や連携・協力 

○協力体制づくり 

○市民等に対する積極的な働きかけ 

○公共交通施策の実施 

○公共交通サービス提供の支援等 

○地域の公共交通のあり方を自ら主体的に検討 

○地域公共交通を支える持続的な取組 

○地域公共交通の担い手として積極的に公共交通を利用 
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1-3 施策の推進体制 

計画期間中に実施する施策は以下の通りです。 

 

表 6-3. 令和 12年度までの実施施策 

施策名 実施内容 主な実施主体 

施策 1-1 

拠点間を連絡するネットワークの形

成 

路線バスの継続運行 糸島市 

コミュニティバスの継続運行 糸島市 

市営渡船の継続運航 糸島市 

施策 1-２ 

いと・しま号のパークアンドライドの

継続実施 

「いと・しま号」のパークアンドライ

ドの継続実施 

民間事業者 

施策１-３ 

利用しやすい支払方法の導入 

タッチ決済の導入 交通事業者 

施策１-４ 

公共交通情報の提供 

公共交通ガイドの更新 糸島市 

施策 1-5 

乗継拠点の整備 

駐輪場等の整備 糸島市 

バリアフリー化 糸島市 

バス待ち環境の改善 糸島市 

施策 2-1 

地域が主体の自主運行バスの導入促

進 

自主運行バスの運行継続・拡充 糸島市 

施策 3-1 

路線バス・コミュニティバスのデマン

ド化の検討 

デマンドエリア拡大の調査実施 交通事業者 

施策３-2 

公共交通利用促進策の推進 

モビリティ・マネジメントの実施 糸島市 

交通ネットワークの再編実施 交通事業者 

施策３-3 

公共交通の担い手確保 

運転手確保対策の実施 糸島市 

交通事業者 

施策 3-4 

カーボンニュートラルの推進 

新たなモビリティの導入及び行動

変容施策の調査実施 

交通事業者 

施策３-５ 

ＭａａＳの利用促進 

ＭａａＳの利用促進 交通事業者 

施策 4-１ 

観光客向け路線の運行 

観光路線の運行 交通事業者 

施策 4-2 

ＩＣＴを利用したアクセス情報の提供 

デジタルサイネージ、スマートバス

停による情報提供の調査実施 

糸島市 

交通事業者 
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なお、以下のバス路線・航路については、国県等の運行補助を活用しながら、計画期間中も継続

して運行することを基本にします。また、この路線等に限らず、路線の見直しによる代替路線、新規

路線等も同様に補助金活用による運行を行います。 

 

表 6-4. 補助金を適用する路線等 

適用補助金 区分 路線名等 運行事業者 

地域間幹線系統 

（車両減価償却費

等補助を含む） 

路線バス 野北・二見ヶ浦線 昭和自動車（株） 

芥屋線 〃 

船越線 〃 

九大線（波多江経由） 〃 

九大線（高田経由） 〃 

地域内 

フィーダー系統 

（車両減価償却費

等補助を含む） 

コミュニティバス 

 

 

白糸線 〃 

雷山線 〃 

曽根線 〃 

川原線 〃 

井原山線 〃 

前原北原線 〃 

九大線（泊経由） 〃 

九大線（馬場・油比経由） 〃 

深江線 〃 

篠原線 〃 

産業団地線 〃 

オンデマンドバス（チョイソ

コよかまちみらい号） 

曽根・井原山・雷山・川原

線エリア 

〃 

市街地循環エリア 〃 

離島航路運営費

等補助金 

航路（市営渡船ひめしま） 姫島～岐志港 糸島市 
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1-4 目標値の設定と評価 

施策の進捗管理とともに、計画を評価するため、目標値を設定します。 

基本方針 評価指標 現況値（R６） 目標値（R12） 
目標設定の 

考え方 

データ 

取得方法 

基本方針① 

拠点を核と

したわかり

やすく利用

しやすい公

共交通体系

の構築 

拠点間を連絡 

する路線数 
1３路線 1３路線 維持 

バス事業者保有

の事業データに

より隔年計測 

路線バスの 

年間利用者数 
137,243人 14５,７00人 

長期総合計画 

目標達成指標 

バス事業者保有

の乗降データに

より毎年計測 

コミュニティバス

の年間利用者数 

（オンデマンドバス含む） 

308,348人 32７,３00人 
長期総合計画 

目標達成指標 

オンデマンドバ

スの年間利用者

数 

21,864人 23,300人 

新規デマンド

化・エリア拡大

による増加 

市営渡船の 

年間利用者数 
36,647人 37,２00人 

長期総合計画 

目標達成指標 

市保有の渡船

日計データによ

り毎年計測 

路線バスの 

収支率 
38％ 43% 現状より改善 

バス事業者保有

の財務データに

より毎年計測 

コミュニティバス

の収支率 

（オンデマンドバス除く） 

24％ 29% 

令和 8年度 

公共交通確保 

維持計画 

オンデマンドバ

スの収支率 
15％ 20% 

令和 8年度 

公共交通確保 

維持計画 

市営渡船の 

収支率 
18.4% 19.0% 

中期財政計画

（予測事業費） 

特別会計決算 

より毎年整理 

バス交通に係る

市の財政負担額 
141,538千円 200,000千円 

中期財政計画

（予測事業費） 

普通会計決算 

より毎年整理 

パークアンドライ

ド利用者 
５台 20台 

３者確認書締

結駐車場募集

台数 

駐車場設置事

業者保有の利

用データにより

毎年計測 

タッチ決済の導

入 
― 実施 ― 

バス事業者保有

の事業データに

より隔年計測 
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公共交通ガイド

の作成（更新） 
実施 実施 ― 

市実施事績によ

り毎年計測 

乗継拠点の整備 ― 実施 ― 
市実施事績によ

り隔年計測 

基本方針② 

地域全体で連

携・協働しな

がら支える仕

組みづくり 

自主運行バスの導

入地区数 
4校区 5校区 1校区増加 

市実施事績によ

り隔年計測 

自主運行バスの年

間利用者数 
9,636人 10,000人 

各校区最大 

利用年度 

利用者数合計 

各校区保有の

利用データによ

り毎年計測 

基本方針③ 

公共交通の

利便性と持

続可能性の

向上 

デマンド化した路

線数 
４路線 ５路線 １路線追加 

バス事業者保有

の事業データに

より毎年計測 

モビリティ・マネジ

メントの実施 
1回 1回/年 以上 

継続的に 

実施する 

市実施事績によ

り毎年計測 

交通ネットワーク

（バス路線）の再編

実施 

０路線 ５路線 
着実に再編を

すすめる 

バス事業者保有

の事業データに

より隔年計測 

運転手確保対策の

実施 
ー 1回/年 以上 

継続的に 

実施する 

市実施事績によ

り毎年計測 

新たなモビリティ

の導入検討 
ー 実施 

継続的に 

実施する 

市実施事績によ

り毎年計測 

デジタルチケット

の販売数 
１３９,３５４ 147,900 現状より改善 

交通事業者保

有の販売データ

により毎年計測 

基本方針④ 

観光交流を

支える公共

交通体系の

構築  

観光客向け路線

の実証運行 
ー 実証運行実施 ― 

バス事業者保有

の事業データに

より隔年計測 

デ ジ タ ル サ イ

ネージの設置数 
ー 

広域等拠点に 1

箇所以上 

1箇所以上の

導入 

バス事業者保有

の事業データに

より毎年計測 
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目標値の評価年度は、以下の通りです。 

 

表 6-5. 目標値の評価年度 

目標値 
評価年 

Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 R11 Ｒ12 

拠点間を連絡する路線数 ●  ●  ● 

路線バスの年間利用者数（4-3月ベース） ● ● ● ● ● 

コミュニティバスの年間利用者数（オンデマンドバス含む） 

（4-3月ベース） 
● ● ● ● ● 

オンデマンドバスの年間利用者数（4-3月ベース） ● ● ● ● ● 

市営渡船の年間利用者数（4-3月ベース） ● ● ● ● ● 

路線バスの収支率（10-9月ベース） ● ● ● ● ● 

コミュニティバスの収支率（オンデマンドバス除く） 

（10-9月ベース） 
● ● ● ● ● 

オンデマンドバスの収支率（10-9月ベース） ● ● ● ● ● 

市営渡船の収支率（10-9月ベース） ● ● ● ● ● 

パークアンドライド利用者数 ● ● ● ● ● 

タッチ決済の導入 ●  ●  ● 

公共交通ガイドの作成（更新） ● ● ● ● ● 

乗継拠点の整備 ●  ●  ● 

自主運行バスの導入地区数 ●  ●  ● 

自主運行バスの年間利用者数（4-3月ベース） ● ● ● ● ● 

デマンド化した路線数 ●  ●  ● 

モビリティ・マネジメントの実施 ● ● ● ● ● 

交通ネットワーク（バス路線）の再編実施 ●  ●  ● 

運転手確保対策の実施 ● ● ● ● ● 

新たなモビリティの導入検討 ● ● ●   

デジタルチケットの販売枚数 ● ● ● ● ● 

観光客向け路線の運行   ●  ● 

デジタルサイネージの設置数    ● ● 
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【あ行】 

●SDGs（Sustainable Development Goals） 

持続可能な開発目標。17の世界的目標、169の達成基準、232の指標からなる持続可能な開

発のための国際的な開発目標。 

 

●オープンデータ 

誰もがインターネット等を通じて容易に利用（加工、編集、再配布等）でき、営利・非営利を問わず

二次利用が可能かつ、機械判読に適しており、無償で利用できる形で公開されたデータを指す。 

 

●オンデマンドバス（デマンドバス） 

予約型の乗合バスのこと。 

 

【か行】 

●カーシェアリング 

カーシェアリングとは、一般に登録を行った会員間で特定の自動車を共同使用するサービスない

しはシステムのこと。自動車を借りるという面ではレンタカーと近い存在であるが、一般にレンタ

カーよりもごく短時間の利用を想定しており、利用者にとってはレンタカーよりも便利で安価にな

るように設定されていることが多い。 

 

●カーボンニュートラル 

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること。  

 

●グリーンスローモビリティ 

時速 20km未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サービスで、その車両

も含めた総称のこと。導入により、地域が抱える様々な交通の課題の解決や低炭素型交通の確立

が期待されます。 

  

●KPI 

Key Performance Indicatorの略で、重要業績評価指標のことをいいます。目標を達成

するための取組の進捗状況を定量的に測定するための指標であり、本計画のように PDCAサイク

ルに基づき、計画、実施、評価、改善をすすめていく取組において、KPIの設定は有効です。 

 

●公共交通不便地（公共交通不便地域）・交通空白地（地域） 

公共交通不便地域や交通空白地域ともいわれ、公共交通の便利さの指標の一つとなる。 

駅やバス停などが一定の距離の範囲内に存在せず、公共交通機関が利用しづらい地域のこと。 

本計画では駅から１km、バス停から 500m以上離れた地域を公共交通不便地域とし、鉄道やバ

スに加えタクシーなどの公共交通機関を利用することが困難な地域を交通空白地（地域）としてい

る。 

 

●交通結節点 
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人や物の輸送において、複数の同種あるいは異種の交通手段の接続が行われる場所、複数の交

通モード間の不連続点のこと。 

 

●交通弱者 

自動車中心社会において、移動を制約される人。 

 

●コミュニティ 

一般的には、「地域社会」や「近隣社会」、「地域共同体」などのこと。日常的に広く使われているた

め、その概念は多義にわたっている。 

 

●コミュニティバス 

地域の住民の利便向上のため一定区域内を運行するバスで、車両仕様、ダイヤ、バス停等を工夫

したバスサービスのこと。 

 

【さ行】 

●シェアサイクル  

他の人と自転車をシェア(共有)し、必要なタイミングで自転車を利用するための仕組みや方法の

こと。 

 

●自主運行バス  

公共交通不便地域において、市の支援により地域が主体となって、ボランティア運転手により運

行されている無償のバス。 

 

●次世代小型モビリティ 

自動車よりコンパクトで小回りが利き、環境性能に優れ、地域の手軽な移動の足となる１人～２人

乗り程度の車両のこと。 

 

●実証運行 

本格運行前の試験的運行のこと。 

 

●実証実験 

実際の場面で使用し、実用化に向けての問題点を検証すること。 

 

●人口カバー率 

公共交通の乗降場所（鉄道駅・バス停）から一定の範囲に含まれる人口の割合のこと。（公共交通

でカバーできる人口） 

 

【た行】 

●多極ネットワーク型コンパクトシティ 
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都市の中の多様な魅力を複数の拠点として集約（コンパクト化）し、それを利便性の高い公共交通

を中心とする多様な交通手段で連携（ネットワーク化）した都市のこと 

 

●地域間幹線バス系統 

地域間交通ネットワークの中で、平日１日あたりの計画運行便数が３回以上、乗車人数が１日１５

人～１５０人、経常赤字、生活交通ネットワーク計画に記載されているなど の一定の条件を満たす

路線バスなどをいう。 

 

●地域公共交通 

地域住民の日常生活もしくは社会生活における移動又は観光旅客その他地域を来訪する方のた

めの交通手段として利用される公共交通機関のこと。 

 

●地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 

全ての地方公共団体において地域交通に関するマスタープランとなる計画（地域公共交通計画）

を策定した上で、交通事業者をはじめとする地域の関係者と協議しながら公共交通の改善や移動

手段の確保に取り組める仕組みを拡充するとともに、特に過疎地などでは、地域の輸送資源を総動

員して移動ニーズに対応する取組を促すため、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取

組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律。 

 

●地域内フィーダー系統 

鉄軌道の駅や港、空港等の交通結節点や、高速バス、市町村間を連絡する路線バスなど幹線的な

バス路線に接続する支線交通。コミュニティバスやデマンドタクシーなどが該当する。 

 

●デマンド交通 

「デマンド」とは要望のことで、自宅から目的地まで、利用者の予約に応じ運行する公共交通サー

ビス。乗合のため、ほかにも同じ便に予約された方がいれば道順に回ってそれぞれの目的地まで運

行する。 （例）オンデマンドバス、デマンドタクシーなど 

 

●デマンド化 

公共交通サービスをデマンド交通に切り替えること。 

 

【な行】 

●二次交通 

複数の交通機関を利用する場合の、2つ目に利用する交通機関のこと。拠点となる空港や鉄道

の駅等から、観光地や学校までの交通をいうことが多い。 

 

【は行】 

●パークアンドライド 

自宅から最寄りの駅や停留所、目的地の手前まで自動車で行って駐車し、そこから公共交通機関

を利用して目的地まで移動する方法のこと。 
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自動車を使う時間が減るため、環境にやさしく、渋滞も少なくなり、時間どおりに目的地まで行く

ことができる。 

 

●バスロケーションシステム 

バスに車載器を搭載し、GPSなどを利用して車両の位置情報を運行管理者が把握するととも

に、バス利用客にスマートフォンやパソコンを通してバス運行状況の情報を提供するシステム。 

 

●バリアフリー 

障がい者や高齢者等が円滑に生活できるように、建築物等の障壁を取り除くこと。移動平面の格

差の解消や音声案内、点字表示の設置などを行う。また、障がい者や高齢者等に対する意識上の障

壁を取り除き、正しい理解や配慮を行うことを「心のバリアフリー」という。 

 

●ＰＤＣＡサイクル 

業務プロセスの管理手法の一つで、計画（plan）→実行（do）→評価（check）→改善（action）

という４段階の活動を繰り返し行なうことで、継続的にプロセスを改善していく手法のこと。 

 

【ま行】 

●マイルート（my route） 

トヨタと西日本鉄道が交通・店舗・イベント情報のサービサー8社の協力のもと 2018年 11月

から福岡県福岡市で実証が進められたマルチモーダルモビリティサービスで、鉄道やバスなどの公

共交通やタクシー、シェアサイクルなどさまざまな移動手段を組み合わせたルート検索や、一部サー

ビスの予約・決済のほか、店舗・イベント情報の検索が可能。 

福岡のほか、糸島、北九州、水俣、横浜、宮崎・日南などでサービスが展開されている。 

 

●Maas（マース：Mobility as a Service） 

地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以

外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスのこと。 

観光や医療等の目的地における交通以外のサービス等との連携により、移動の利便性向上や地

域の課題解決にも資する重要な手段となるもの。 

 

●マスタープラン 

基本計画のこと。 

 

●マネジメント 

目標、目的を達成するために必要な要素を分析し、成功するために手を打つこと。 

 

●モニタリング 

状態を把握するために、観測や測定を行うこと。 

 

●モビリティ・マネジメント 
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一人ひとりのモビリティ（移動）が、社会にも個人にも望ましい方向（例えば、過度な自動車利用

から公共交通や自動車等を適切に利用する方向）に自発的に変化することを促す、コミュニケー

ションを中心とした取組。 

 

【や行】 

●ユニバーサルデザイン 

あらゆる年齢、背格好、能力の人が利用可能なように、まちづくりや商品のデザインに関し、誰も

が利用しやすいデザインをはじめから取り入れておこうとする試み。例えば、子どもや高齢者、障が

い者から健常者まで誰でもどこかに座れてコミュニケーションが図られるように、一つの場所に配

置された様々な高さのベンチなどがこれに当たる。 

 

●よかまちみらいプロジェクト 

北部九州にて交通運輸事業を展開する昭和グループ企業 14社および志を同じくする企業 27社

がコンソーシアムを結成し、糸島半島など北部九州を舞台に、移動サービスなど地域の魅力向上と

活性化への貢献を目指すプロジェクト。福岡県、福岡市、九州大学等関係機関、糸島市など「プロ

ジェクトパートナー」として参画している。 

 


